
令和６年度病床機能報告結果及び
定量的基準との照合結果について

1

１－１ 令和６年度病床機能報告結果（南薩保健医療圏）

病床機能報告数・
必要病床数との比較

R７(2025)年
必要病床数

③

病床機能結果報告
（各年7月1日現在の病床数）

R６年度
－必要病床数

（③－②）

H27年度
－R６年度
（②－①）

R６年度
②

H27年度
①

△65△5869462高度急性期

357△5583537101,268急性期

103449774877428回復期

△25△4676496241,091慢性期

11979011931休棟等

489△5461,8452,3342,880計

※ 医療機関の修正を反映させたものであるため，県HPで公表されている数値とは異なる。 2
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１ー１ 令和６年度病床機能報告結果（南薩保健医療圏）

※ 医療機関の修正を反映させたものであるため，県HPで公表されている数値とは異なる。
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１ー１ 令和６年度病床機能報告結果（南薩保健医療圏）
医療機能別の病床数の推移
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１－２ 令和６年度病床機能報告結果（鹿児島県）

病床機能報告数・
必要病床数との比較

R７(2025)年
必要病床数

③

病床機能結果報告
（各年7月1日現在の病床数）

R６年度
－必要病床数
（③－②）

R６年度
－H27年度
（②－①）

R６年度
②

H27年度
①

2272891,5401,7671,478高度急性期

3,841△2,7995,5349,37512,174急性期

△1,1022,1777,0485,9463,769回復期

696△1,9395,8226,5188,457慢性期

1,47959701,479882休棟等

5,1411.67519,94425,08526,760計

5

１－２ 令和６年度病床機能報告結果（鹿児島県）
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※ 県HPで公表されているもの 6
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１－２ 令和６年度病床機能報告結果（鹿児島県）
医療機能別の病床数の推移
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Note）報告年によって報告対象の医療機関数及び集計率に差異がある。また，2019（令和元）年より鹿児島県独自の定量的基準の運用が開始した。 7

報告値 必要量
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○ 病床機能報告において，医療機関が自院の病床機能を判断する際に参考として

活用する県全体での基準。入院料をベースにした客観的な目安。

10～16ページ 定量的基準（令和７年10月７日改訂）

２－１ 「定量的基準」について

【本基準の性格について】
・ 病床機能報告において，医療機関が自院の病床機能を判断する際に参考として活用することを目的
・ 地域医療構想における2025年の機能別分類の境界点を再定義するものではない
・ 今回提示する定量的基準は，診療報酬改定等に応じて，適宜変更する可能性がある
・ 不足もしくは過剰と思われる医療機能について今後どのように対応していくかを考えていくための目安で
あり，病床数の削減を意味するものではない。

【地域医療構想調整会議での活用について】

・ 地域医療構想調整会議において，病床機能報告結果と「定量的基準」による仕分け結果を比較し，「定
量的基準」と異なる機能を報告した医療機関については，その理由を確認する。

・ 地域医療構想調整会議における「病床機能の過不足」の基準は，これまでどおり病床機能報告であり，
今回提示する「定量的基準」による仕分け結果に基づき，医療法で定められた知事権限の行使を行うこと
は予定していない。 8
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定量的基準と異なる報告があった場合

これを繰り返すことで，病床機能報告が，（定量的基準もしくは調整会議での協議を
経た）客観的結果となり，基準として機能する。

２ー２ 地域医療構想調整会議における活用

医療機関の主観でない，協議による
客観的な医療機能の判断となる。

地域医療構想調整会議で協議

定量的基準による報告を求める。

合意が
得られた
場合

合意が
得られな
い場合

9

（参考）作業フロー

２－２ 地域医療構想調整会議における活用

医療機関へ確認

医療機関が報告した
医療機能を選択

定量的基準による
医療機能を選択

翌年度報告においては，
「基準照合結果による医療
機能」を報告するよう依頼

「基準照合結果による
医療機能」に合意

「医療機関が報告した
医療機能」に合意

分類の根拠となる定
量的な理由を添えて
県保健医療福祉課に

報告

翌年度報告において
は「基準照合結果に
よる医療機能を報告

するよう依頼

地域医療構想調整会議
で協議

10
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６～９ページ
委員のみ配布
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★が追加・修正箇所
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★修正

- 16 -

6


